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Ⅰ 社会福祉法人清智会の概要 

１ 役員等 

法人名 社会福祉法人清智会  

所在地 北上市さくら通り三丁目７番７号 

理事⾧ 山 岡  豊 

理 事 

 

 

山 岡  豊 

塚 本  恵（さくら爽施設⾧） 

井 筒  岳 

井 筒  俊 彦 

佐 藤  公 典 

佐 藤  英 樹 

監 事 佐々木  東 輝 

高 橋  守 

評議員 

 

照 井  モ ト 

片 方  勲 

千 田  孝 幹 

藤 原  昌 史 

眞 田  芳 枝 

千 葉  ⾧ 英 

髙 橋  賢 哉 

  

 ２ 施設 

所在地 北上市さくら通り三丁目７番７号 

 
施 設 

 
内 容 

 
 

老人福祉施設 

 鉄筋コンクリート造陸屋根 ３階建 
    延べ床面積 9,956.64 ㎡ 敷地面積 9,426.81 ㎡ 
 
  ・特別養護老人ホームさくら爽（個室 170 室） 
  ・さくら爽短期入所施設（個室 10 室） 
  ・デイサービスセンターさくら爽（定員 30 名） 
 



 

 

評議員選任・解任委員会 評議員会 理事会
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業務運営会議

監事

３ 社会福祉法人清智会 組織体系図 



 

 

Ⅱ 法人運営  

１ 理念 

 

私たちの目指すもの 

安心と満足の人生へ智恵を出し合い共に歩む 

 

私達は、いくつになっても喜びと生きがいを持って暮らせる社会の実現をめざし、ご利用者、ご家

族、地域の皆様とコミュニケーションを深めながら共に歩み、この地域の福祉と文化の向上に貢献

します。 

 

私たちの心構え 

人に優しく、自分に誇りを 

 

いつでも、どこでも、誰とでも笑顔で接します。 

あなたらしさを大切にします。 

喜んでいただける事が私達の喜びです。 

お互いの専門性を大切にします。 

 

２ 運営の基本方針 

業務運営 4 本柱を掲げて社会福祉事業を行います。 

(1) 利用者満足 ・・・ 安全・安心そして質の高い介護サービスの提供 

(2) 職 員 満 足 ・・・ 働きがいのある職場づくりと人材育成 

(3) 地 域 貢 献 ・・・ 地域の皆さんと共に進める地域づくり 

(4) 健 全 収 支 ・・・ 公益性と収益性の両立 

 

３ 介護サービス提供の基本姿勢 

介護と医療の連携を図り、安全・安心で質の高いサービスを提供し、利用者及び家族の皆様に幸せを 

もたらす介護に努めます。 

(1) 利用者一人ひとりの希望と可能性を尊重し、笑顔の出るケアに心がけます。 

(2) 家族との繋がりが一層深まるケアに努めます。 

(3) 日々変化する介護ニーズに迅速に対応し、サービスの提供に心がけます。 

(4) 地域共生社会、地域包括ケアの向上に努めます。 

 

４ 令和５年度事業運営方針 

超少子高齢・人口減少社会の到来による地域生活課題の多様化・複雑化に対し、我々社会福祉法人

は、地域社会における福祉の充実に貢献することが求められています。このような状況を受けて今年

度は、令和５年度から始まる第２次中期３年計画に掲げる 4 つの法人運営方針を目標に、現今の地域



 

 

ニーズにしっかり目を向けて、社会福祉法人の役割を果たして参ります。特にも労働人口の減少によ

る職員不足に、職員採用力を高め積極的に取り組むこと、職場の生産性向上で業務改善を図り、職員

が働きやすい職場づくりを強力に推進して参ります。 

 

５ 令和 5 年度重点目標 

(1) 第２次中期３年計画に掲げる 4 つの運営方針①利用者満足②職員満足③地域貢献④健全収支に添

ったビジョンを掲げ、各課で計画的に活動します。 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、施設行事の開催や家族・地域交流に努めます。 

(3) 入所希望に迅速に応えるため、入所決定から入所日までの期間短縮の工夫と短期利用による空き

ベッドの活用を行います。 

(4) 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、デイサービス、短期入所事業所で構成するさくら爽

地域連携会議を通し、地域における公益的な取り組みを行います。 

(5) 職員研修を体系的に行い、全ての職員が質の高いサービスの提供と日々変化するニーズに対応で

きる力を身につけ、利用者職員満足の向上に取り組みます。 

(6) 業務改善委員会を立ち上げ、介護現場における生産性向上に取り組みます。 

(7) 効果的な広報活動を行い、地域への情報発信と職員採用力向上に繋げます。 

(8) ボランティア受け入れに関する基本姿勢を明確にし、受け入れ体制を整えます。 

(9) 新たに業務運営会議を施設⾧の下に設置し、中期 3 年計画の目標達成に取り組みます。 

 

６ 会議・委員会の開催 

会議名 目的 開催頻度 

評議員会 
理事会 

決算／事業報告／役員改選／予算／事業計画 
評議員会２回以上／年 
理事会 ３回以上／年 

監事会 決算／出納／業務監査 ３回以上／年 

法人運営会議 
法人の経営の方針、業務課題の検討、改善、業
務の進行管理等法人運営の全般についての協
議 

1 回／3 ヵ月 
第 4 火曜日 

業務運営会議 
業務課題の検討、改善、業務の進行管理等法人
運営の全般についての協議 

1 回／月 
第４火曜日 

職員全体会議 
法人経営方針の周知徹底、業務の連絡調整、職
員間の連帯感の醸成 

1 回／月 
第 4 火曜日 

課⾧会議 
施設サービス向上のために必要な取組み等に
ついて、調査研究及び企画立案 

1 回／月 
第 3 火曜日 

さくら爽地域連携会議 
ワンストップサービス体制の構築 
地域における公益的な取り組み 

1 回／月 
第 2 金曜日 

看護会議 看護課職員・業務に関する協議 
1 回／月 

第 1 月曜日 



 

 

介護会議 介護課職員・業務に関する協議 
1 回／月 

第 4 木曜日 

給食会議 
業務の遂行に関する評価、課題の明確化とその
対応策に関する協議 

1 回／月 
第２水曜日 

デイサービス会議 
課⾧会議の伝達、デイサービス内での課題抽出
と解決に関する協議 

1 回／月 
第 3 木曜日 

居宅職員会議 
困難ケース事例検討・社会資源状況・保険福祉
諸制度・ケアマネジメント技術・その他苦情対
策等 

1 回／週 
 

包括職員会議 
地域包括視線センター本通り職員間の情報伝
達と課題抽出と解決に関する協議 

1 回／月 
 

安全衛生委員会 
職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境
対策に関する協議 

1 回／月 
第 4 水曜日 

事故防止対策・身体拘束
廃止・虐待防止検討委員
会 

転倒の予防、転倒時の対応及び介護事故全般に
ついての対策、身体拘束の状況と廃止・虐待防
止に関する協議 

1 回／月 
第 2 金曜日 

入居検討委員会 
施設利用申請のあった者の入居の可否、順位に
関する協議 

1 回／2 カ月 
第 3 月曜日 

行事・給食委員会 
施設行事立案、ユニットから給食に関する意見
聴取 

1 回／月 
第 1 火曜日 

感染対策・褥瘡対策・医
療的ケア・ターミナル委
員会 

感染症や褥瘡の予防及び発症時の対応策、医療
的ケア安全確保、看取りケアの質の向上等に関
する協議 

1 回／月 
第 3 火曜日 

防災委員会 火災、地震その他災害の予防と対策 
1 回／年 

 

苦情処理委員会 
介護サービスに係る入居者、利用者からの苦情
対応 

2 回／年 
 

入浴委員会 利用者の入浴に関する検討 
1 回／月 

第 3 火曜日 

排泄委員会 利用者の排泄に関する検討 
1 回／月 

第 2 火曜日 

業務改善委員会 
業務の効率化や業務改善の取り組みに関する
協議 

1 回／月 
第３金曜日 

  ※上記のほか必要に応じ、随時開催するものである。 

 

７ 職員研修・健康管理 

（１）研修計画 

    介護事業は、より専門性、高度の知識を取得し、多様化・高度化する介護ニーズに的確に応 

   えていかなければなりません。そのため、組織の一員としての自覚を持ち、使命、目標達成に 

向けて主体的に取り組む職員としての知識、技術、社会性、倫理を備え、利用者本位のサービ 

スを提供できる職員の育成を計画的、体系的に進め、利用者へのサービスの充実に努めます。 



 

 

(施設外研修) 

区  分 研  修  名 

初級職員研修 

 

新任職員研修 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修「初任者編」 

リスクマネジメント研修「基礎編」 

ビジネスマナー・接遇マナー研修 

中堅職員研修 福祉職員キャリアパス対応生涯研修「中堅者編」 

虐待防止研修「基礎編」 

医療的ケア研修 

嚥下に関する研修 

看取りに関する研修 

監督者研修 

 

 

 

 

 

 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修「リーダー編」 

ユニットリーダー研修 

リスクマネジメント研修「実践編」 

ＯＪＴ研修 

メンタルヘルス研修 

虐待防止研修「応用編」 

コーチング研修 

管理者研修 

 

 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修「管理者編」 

メンタルヘルス研修「管理者編」 

人材育成・育成担当者研修 

専門研修 

 

 

 

「事故防止」に関する研修 

権利擁護 

倫理・コンプライアンス研修 

人材育成に関する研修 

資格取得 実務者研修 

医療的ケア実地研修 

  

 

 

 (施設内研修) 

開催月 研  修  内  容 対 象 職 員 

４ 「プライバシー保護」 

「倫理法令遵守」 

全職員 

５ 事故防止 1 回目（前年度検証）」 

「身体拘束 1 回目」 

「感染防止食中毒」1 回目 

全職員 



 

 

６ 「看取りケア」 

「褥瘡」 

介護 看護 相談 

給食 

７ 「アンガーマネジメント」 全職員 

８ 「医療的ケア」 

「緊急時対応」 

介護 看護 相談 

給食 デイ 

９ 「認知症」 全職員 

１０ 「感染防止」2 回目 

「消防・災害時対応」 

全職員 

１１ 交通安全講話 デイ 相談課 看護事務 居宅 包括 

１２ 「虐待防止（権利擁護）」 

「不適切ケア」 

「事故防止 2 回目」 

「身体拘束 2 回目」 

全職員 

１ 「苦情」 

「介護ハラスメント」 

「人事考課・目標管理」 

全職員 

２ 伝達講習 

ユニットリーダー研修伝達講習 

全職員 

 

毎月 役職者研修 

目標管理・人事考課などについて 

ユニットリーダー 

副主任以上の役職者 

（２）健康管理 

     労働安全衛生法に基づき、定期健康診断を年１回（夜勤業務実施者にあっては特定健診２

回）行います。さらに、ストレスチェックの実施及びフォローアップ、腰痛予防対策等、安全

衛生委員会で協議を行い職員の健康管理に努めます。 

 

８ 防災対策 

  火災予防に関する法令遵守と、大規模地震などの自然災害発生時において人命の安全を守り被害

を軽減するため、防災委員会を通して、職員の防災意識の高揚を図るとともに、「社会福祉法人清

智会消防計画」に則り、定期的な消防訓練の実施や防災活動を実施します。 

(1) 防災委員会において、火災予防及び大規模地震等の災害対策を検討します。 

(2) 消防計画に定める自衛消防隊組織により、年 2 回の消防訓練を実施します。 

(3) 自然災害発生時における業務継続計画（BCP）を策定し、運用します。  

［自衛消防隊組織図］ 

                    理事⾧ 

 
          自衛消防隊々⾧  
 施設⾧  
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 連絡通報係 

 
 消火係 

 
 避難誘導係  
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 防護安全係 

 
 救護係 

 
 
 

(4) 防災機器の管理を徹底します。 

(5) 危険物設置個所の保守管理を徹底します。 

(6) 北上市福祉避難所として、地域における防災関連の諸機関との連携を深めます。 
 

９ 施設の管理・環境整備 

施設、設備等を常に良好な状態に保ち、入居者・利用者が快適安全に使用できるようにします。 

(1) 営繕員を配置し緑地帯の整備、設備等の維持管理を行います。 

(2) 全職員で５Ｓ活動（整理・整頓・清潔・清掃・躾）を推進します。 

(3) 保守点検等の業務委託を行い、施設設備等を常に良好な状態に保ちます。 

 
10 苦情対応及びリスクマネジメント  

(1) ケアの質向上に努め、日々変化する介護ニーズに迅速に対応し利用者満足を追及します。ご意

見や苦情を受けた場合は迅速かつ適切に対応します。 

(2) 転倒、転落、誤嚥等の事故防止のために利用者個々の特徴を共有し、施設内の整理整頓、機器の 

整備と点検を行う等組織的な取組みを行います。事故等が起きた場合は、その分析と速やかに

対応策を講じます。 

(3) 褥瘡を作らないきめ細かいサービスの提供に努めます。全ての入居者に対し褥瘡予防ケアの実 

践と、褥瘡が発生した場合は早期治療に努めます。 

(4) 新型コロナウイルス、インフルエンザウイルス、ノロウイルス等の感染症の発生を未然に防止

するため、利用者、職員の健康管理、施設の環境衛生等に万全を期します。感染症が発生した場

合は、感染対策マニュアル、新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画に基づき

速やかに対応策を講じます。 

 

11 地域貢献 

（1） 「ⅠＷＡＴＥ・あんしんサポート事業」に参画し、支援対象者の相談、緊急を要する要支援者へ 

の経済的支援、自立に向けた継続支援等を行います。 

（2） 北上市の「社会福祉法人利用者負担軽減制度事業」を活用し、施設サービスを利用する低所得者

等の支援を行います。 

（3） 北上市から地域包括支援センター本通りを受託運営し、地域住民が住み慣れた地域で自分らし 

い暮らしを続けることが出来るよう支援してまいります。 

（4） 北上市社会福祉法人連絡会による地域における公益的な取り組みに参加し、市民の福祉向上や

地域福祉の更なる推進に努めます。 



 

 

（5） さくら爽地域連携会議にて地域の福祉ニーズを把握し公益的な取り組みを行います。 

 

12 配置医師・協力医療機関 

・常 勤 医 師  山岡 豊 

・常 勤 医 師  渕澤 敬吉 

・嘱 託 医 師  笠井 良彦 

・嘱 託 医 師  南 仁貴 

・協力医療機関  北上済生会病院 宝陽病院 六本木歯科医院 

 

 

Ⅲ 特別養護老人ホームさくら爽事業計画 
さくら爽短期入所生活介護(予防)事業計画 

 
１ 重点目標 

（１）報連相の徹底と情報の共有化でケアの質の向上、事故防止、業務の統一化に努めます。 

（２）業務改善委員会の活動を通し、生産性向上に努めます。 

（３）大規模特養の特性を生かし、入居待機者へ速やかに応えます。 

（４）新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画（BCP）に基づき、感染症発生時の事業

継続に努めます。 

（５）「持ち上げない介護（移乗用機器の活用）」を徹底し、腰痛予防対策と職員にとって快適な職場環 

境を目指します。ICT・介護ロボ・見守り機器を積極的に導入します。 

 （６）常勤医師を配置して嘱託医と連携を密にし、利用者の健康管理に努めます。 

 

２ サービス提供の心構え 

私たちの心構え 

(⾧期入所) 

⑴ 利用者、家族との信頼関係を築きます。 

⑵ コンプライアンスの徹底に努めます。 

⑶ 美味しく、楽しい食事を提供します。 

⑷ 人としての尊厳にもかかわる排泄ケアに努めます。 

⑸ 快適な睡眠が出来る環境づくりに努めます。 

⑹ 利用者一人ひとりの生活リズムを大切にします。 

⑺ 利用者一人ひとりの心身機能の維持に努めます。 

⑻ 利用者と地域・家族の交流を進めます。 

⑼ 医療との連携で安心な生活に努めます。 

⑽ 安らかな最期を迎えることができる看取りケアに取り組みます。 

⑾ ユニット・個室の特性を生かし、家庭的な雰囲気を味わえるよう工夫します。 

私たちの心構え

(短期入所) 

⑴ 在宅で生活する利用者の心身の特性を踏まえた介護支援に努めます。 

⑵ 利用者の心身機能の維持及び家族の介護負担の軽減を支援します。 

⑶ 関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、その他介護サービス 



 

 

提供事業所等と密接な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。 

⑷ 医療ニーズの高い利用者の受入に際し、医師、看護職員との連携の下、利用者の 

状態に適合したサービスの提供に努めます。 

⑸ 体調不良等緊急時には、家族及び居宅支援事業所と速やかな連携を取り、適切な 

対応に努めます。 

⑹ 緊急時の利用に対する受入態勢を整え、安心して在宅生活を送れるように努め 

ます。 

 

３ 日常生活支援の内容 

相談支援 ⑴ 利用者の自立支援、生活の質向上に繋がる施設サービス計画の作成を行います。 

⑵ 利用者やご家族、関係機関との連絡を滞ることなく行い、苦情やご意見の問題 

解決に向けて早期解決を図ります。 

⑶ 地域に開かれた事業運営を目指し、ボランティアの積極的受入や地域行事への 

参加を進めます。 

⑷ 職員間の情報共有に努め、多職種協働によるサービスの提供に努めます。 

⑸ 自宅での看取りを希望される方へ、速やかな在宅サービスへの移行を進めます。 

⑹ 地域のケアマネジャーや地域包括支援センターと連携を密にし、緊急ショート 

ステイの対応、虐待等の家庭事情により緊急に保護を要する要介護者の利用を 

受け入れる体制を整えます。 

生活介護 ⑴ 一人ひとりの意思を尊重し、利用者中心のケアを行います。 

⑵ 根拠に基づいた質の高い介護サービスを提供します。 

⑶ 自立を支援するサービスの提供に努めます。 

⑷ 利用者にあった排泄パターンを把握し、皮膚を清潔に保てる援助をします。 

⑸ 心身のリフレッシュを図る入浴と、安心安全な入浴に努めます。 

⑹ 利用者の身だしなみを整え、室内の整理整頓を行い、心地よい生活環境を提供し

ます。 

⑺ 身体機能に応じてリフトを使用し、利用者に負担のない安全な移乗を行います。 

⑻ ユニットという施設環境を生かし、職員との馴染みの関係を作ります。 

⑼ ヒヤリハットの視点を持ち、事故防止に努めます。 

医療と健康管理 ⑴ 医師、看護師、介護職員等と連携を密にし、日常の健康管理と疾病の予防・早期

発見に努めます。 

⑵ 協力医療機関、歯科医院との連携を密にし、緊急時の診療先の確保に努めます。 

⑶ 看護職員の 24 時間連絡体制を取り、利用者の急変に対応します。 

⑷ 看取り時には、看取り計画に基づき多職種協働で利用者の状態に合わせた看取り

ケアを行います。 

⑸ 嚥下機能の維持向上、口腔ケアの充実を図ります。 

⑹ 看護師、介護職員等と共に医療に関する知識を学び、観察力を高めます。 

⑺ 内服薬の確認を徹底し、誤薬事故を防ぎます。 



 

 

機能訓練 ⑴ 多職種連携し、利用者の心身の状況に応じた個別機能訓練や、適切な介助量での

日常生活動作を行うことで、残存機能を生かした生活ができるよう支援します。 

⑵ 楽しく笑顔あふれる時間を過ごせるよう、利用者同士の交流の機会を作ります。 

⑶ 看取り時は安楽に過ごせるように環境を整えます。 

⑷ 利用者の状態を家族に説明し、情報を共有することで過ごしやすい環境づくりに

努めます。 

⑸ 職員の腰痛予防の為、研修会等へ参加し、介助技術の向上を図ると共に、必要に

応じて福祉機器やロボットの使用を勧めます。 

食生活 ⑴ 栄養のバランス、味付け、調理方法、安全性の確保等、利用者の状況に合わせた

栄養量、形態、嗜好等に配慮した食事を提供します。 

⑵ 季節感のある食事を提供するように努めます。 

⑶ 一人ひとりの生活リズムに合わせた食事時間を大切にして家庭的な雰囲気で食

事ができるように努めます。 

⑷ 災害等の緊急事態に備え、近隣施設、地域との連携を図るとともに、数日間の備

蓄食料を確保する等の対策を取ります。 

褥瘡、感染症、事

故防止対策 

⑴ 褥瘡予防の正しい知識と技術を身に付け、褥瘡を作らないケアを行います。 

⑵ 褥瘡の早期発見、早期治療を行い、利用者の生活の質を低下させないよう努めま

す。 

⑶ 感染症予防体制を整備し、平常時から対策を実施するとともに、感染症発生時に

は、迅速で適切な対応を取ります。 

⑷ 居室、廊下等の環境整備、ベッド、車いす等の安全点検の実施、職員による見守

りを行い事故防止に努めます。 

⑸ 事故防止対策委員会を中心に、予想される事故及びその原因を分析し、事故の防

止に努めます。 

身体拘束の制限 ⑴ 「身体拘束廃止指針」に基づき利用者本人または他の利用者などの生命又は身体

を保護するため、やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限

する行為を行わないことを徹底します。 

⑵ 家族の承諾に基づく身体拘束であっても、定期的な経過管理、身体拘束廃止委員

会の定例開催を行い身体拘束の廃止に向けた取り組みを行います。 

虐待の防止 高齢者虐待防止法の理念に基づき、定期的な虐待防止検討委員会の開催と職員教育を

行い、不適切ケアの防止、虐待を未然に防ぎます。 

看護職員と介護

職員の連携によ

るケアの実施 

⑴ 看護と介護の職員は、医療面の情報を共有し、日常の生活と心身を支えるケアに

努めます。 

⑵ 医療処置が必要な利用者に対して、医師、看護師との連携のもとに、介護職員が

痰吸引、経管栄養の医療的ケアを行います。 

⑶ 介護職員の医療的ケアの実施は、利用者等から事前に了承を得て行います。 

 

４ 年間行事計画 



 

 

開催月 行事 クラブ活動 

4 月 お 花 見 ド ラ イ ブ 

映画会、習字、カラオケは毎月随時開催 

5 月 チ ャ グ チ ャ グ 馬 っ こ 

し ょ う ぶ 湯 

6 月 お 茶 会 （ さ く ら 棟 ） 

7 月 お 茶 会 （ き ぼ う 棟 ） 

8 月  

9 月 敬 老 会 

10 月 紅 葉 ド ラ イ ブ 

11 月 出 張 デ パ ー ト 

12 月 忘 年 会 

ゆ ず 湯 

1 月 新 年 会 

2 月 各 ユ ニ ッ ト 行 事 

3 月 ひ な 祭 り 

 

５ 職員配置             

令和５年４月１日以降の職員配置 ( )の数字は兼務者 
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当
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計 

1 1 1 2 3 96 11(1) 2 3(1) 5 2 1 4 
132 

(2) 

※清掃員、営繕員、当直員はパート職員 

 

６ 低所得者等への利用者負担の軽減制度 

 さくら爽⾧期入所で提供する介護サービスを利用する際に利用者負担額を軽減する事業を行います。 

 

Ⅳ デイサービスセンターさくら爽（予防）事業計画 

１ 重点目標 

 市街地にあり、様々な介護サービスを有する法人の優位性を生かした運営を常に心がけ、選ばれる事

業所を目指します。 

北上市日常生活支援総合事業に取り組み、新たな福祉ニーズに対応します。 

 

２ サービス提供の心構え 



 

 

 （1）より⾧く在宅での生活が維持できるように、利用者の心身の状態を踏まえた介護支援に努めます。 

 （2）リハビリ専門職による心身の評価に基づくリハビリを行います。 

 （3）在宅生活がより⾧くできるように介護者の介護疲れ緩和に努めます。 

（4）関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、その他介護サービス提供事業所と密

接な連携を図りサービスを提供します。 

 

３ サービスの内容 

心 も 体 も い き

いき活動 

⑴ 生活の活性化を目的に、心身機能の低下防止、維持向上に努めます。 

⑵ 家族との情報交換を密に行い、その方に合ったサービスを提供します。 

機能訓練 (1) 利用者が居宅や住み慣れた地域で可能な限り自立した暮らしができるよう、訓練

機器を配置し、リハビリ専門職が一人ひとりの身体機能に応じた訓練を行います。 

⑵ 利用者ニーズに沿った訓練メニューの提供に努め、必要に応じて生活動作及び介

護方法の助言、自宅訪問を行います。  

食事 (1) 栄養のバランス、味付け、調理方法、安全性の確保等、利用者の状況、嗜好等に配

慮した食事の提供に努めます。 

⑵ 季節感のある食事を提供するように努めます。 

入浴 ⑴ 利用者の希望、身体機能の状況に応じて、個浴、特殊浴を完備し安心・安全な入浴

に努めます。 

⑵ 皮膚状態の観察や体調管理を行いながら清潔保持に努めます。 

排泄 ⑴ 排泄に関してプライバシーや自尊心に十分に配慮した援助を行います。 

⑵ 健康状態や身体機能を把握し、個々に合った方法で安心・安全に介助できるように

努めます。 

健康管理 心身の状態観察を行い、急変時には関係機関と連携し速やかに対応します。 

行事 利用者が喜ぶもの、感動するものを企画し、楽しんでもらえるイベントを提供します。 

送迎 安全運転に留意し、職員が添乗し安心できる送迎を行います。 

生活相談 ⑴ より⾧く在宅での生活が維持できるように、利用者の心身の状態を踏まえた通所介

護サービス計画の作成を行います。 

⑵ 利用者及びそのご家族の相談に応じ、必要な援助を行うように努めます。 

介護予防・生活

支援総合事業 

⑴ 訪問型短期集中予防サービスを実施します。 

⑵ 通所型短期集中予防サービスを実施します。 

４ 職員配置 (  )の数字は兼務者 
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1 1(3) 12(1) 1(2) 2(3) (1) 5 22(10) 

 
 

Ⅴ さくら爽居宅介護支援事業所事業計画 

１ 重点目標 

(1) 利用者の権利を守り利用者の立場に立って代弁する役割であることを忘れず、常に公平中立な 

サービス提供に心がけるとともに、相談援助技術の向上に努めます。 

(2) 法人内の居宅系サービスとの連携をはかり、よりよいサービスの提供に努めます。 

 

２ サービス提供の心構え 

 （1）医療と介護の連携に努めます。 

 （2）サービスの適正利用に努めます。 

 （3）利用者満足度の向上に努めます。 

 （4）地域における独居、認知症高齢者、障がい者の支援に努めます。 

３ サービスの内容 

居宅介護支援 ⑴ 個別的な居宅サービス計画の作成を行います。利用者、家族とのアセスメント 

とモニタリングを通して、介護状態に応じたサービスを提供します。 

⑵ 作成した計画が利用者の実態に合ったものであるか、定期訪問を行い検証します。 

⑶ 行政、関係機関等との連携を密に行い、困難ケースに取り組みます。 

⑷ 職員の資質の向上を図り、適切なサービスの提供を行います。 

 

４ 職員配置（ ）の数字は兼務者 

管理者（主任介護支援専門員） １ 

主任介護支援専門員 （１） 

介護支援専門員 ５ 

計 ６（１） 

 
 
 

Ⅵ 地域包括支援センター本通り 

１ 重点目標 

 （１）各機関とのネットワーク構築と情報共有を行い、地域課題への対応や、高齢者とその家族が抱え

る問題解決に向けて地域共生社会作りの視点も入れ迅速に関わっていきます。 

（２）地域の高齢者とその家族が安心して生活が出来るように、情報発信と制度の啓発活動を行ってい

きます。 



 

 

 

２ サービス提供の心構え 

（1） 高齢者が自分らしい生活を継続するための支援をします。 

（2） 高齢者の権利を擁護します。 

（3） 相談等のプライバシーを尊重します。 

（4） 地域や家族の特性をふまえ、高齢者を「包括的」に支援します。 

（5） 専門職と連携を図り、チームアプローチをします。 

（6） 専門性の向上を図ります。 

（7） 法人内の他居宅系サービスとの連携を図ります。 

 

３ 支援業務の内容 

総合相談支援業務 (1) 地域の身近な相談拠点として、関係機関と連携し様々な相談について迅速

に対応します。 

(2) 個別相談・ふれあいデイサービス・きたかみいきいき百歳体操等の地域活

動の参加者の状況把握を行うことで、地域の問題やニーズを発見していき

ます。 

(3) 相談者への自宅訪問で状況把握を行います。 

権利擁護業務 (1) 困難事例、虐待事例の対応について、行政、民生委員、近隣住民、介護支

援専門員、医療機関等の関係機関と連携していきます。 

(2) 認知症の相談ケースは多く適切な介護サービスの利用や他機関との連携

で、日常生活支援・生活困窮者自立支援事業・成年後見制度の活用に努め

ていきます。 

包括的・継続的ケアマ

ネジメント業務 

(1）高齢者が生活に様々な困難を抱えても住み慣れた地域で安心して暮らす

ことができるように、生活課題の早期発見・早期対応の体制を構築し、支

援を行います。 

(2）充実したケア体制を作るため、介護支援専門員の後方支援を行います。 

介護予防ケアマネジ

メント業務 

要支援 1･2、事業対象者に対し、心身の状況、環境、その他の状況に応じ、本 

人の選択に基づいた介護予防サービス・支援計画表の作成を行い、サービス事 

業者等との連絡調整を行います。 

認知症施策の推進 認知症地域支援推進員を中心に、北上市の認知症施策に沿って認知症になっ

ても住み慣れた地域で生活できるような地域づくりを行います。 

生活支援体制の整備 今ある地域資源と支援を必要とする高齢者とのマッチングや新たな地域資源

の発見に努めます。 

地域ケア会議の充実 困難事例、地域課題を検討する場として「地域ケア会議」「地域ケア個別会議」 

を開催します。 

 

４ 職員配置（ ）の数字は兼務者 

管理者（保健師） １ 



 

 

保健師 （１） 

社会福祉士 １ 

主任介護支援専門員 １ 

介護支援専門員 １ 

認知症地域支援推進員 １ 

生活支援コーディネーター １ 

計 ６（１） 

 

 


